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 土地改良法（昭和 24年法律第 195号）第 68条第４項の規定において準用す

る同法第 18条第 16項の規定により、清算法人橋下土地改良区から次のとおり

清算人が退任した旨届出があった。 

  平成 27年４月 24日 

佐賀県知事  山  口  祥  義    

役職名 氏名 住所 退任年月日 

清算人 伊東 孝治 武雄市北方町大字大渡2857番地 平成27年３月31日 

〃 真﨑 正信 〃  〃  大字芦原3278番地

１ 

〃 

〃 山口 勝治 〃  〃  〃   2293番地 〃 

〃 山田 邦光 〃  〃  〃   496番地 〃 

〃 小池 一哉 〃  〃  〃   1830番地 〃 

 


